
山形県中学校体育連盟  東北及び全国中学校体育大会引率・監督細則 

 

１ 趣 旨 

東北及び全国中学校体育大会参加生徒の引率責任者及び監督は出場校の校長・教員（常時勤務者）・

部活動指導員とする。ただし，当該校に部活動がない場合については，学校事情により当該校の校長・

教員・部活動指導員が引率及び監督ができず，校長がやむを得ないと判断し，当該市町村教育委員会

（以下「教育委員会」という）の同意を得た場合に限り本細則を適用する。従って，安易に他校の教諭

等の代理引率者・代理監督を認めるものではない。 

なお、引率・監督について、各市町村の状況等により各中体連主催大会開催基準や本細則に当てはま

らない状況がある場合は、山形県中学校体育連盟事務局・各大会実行委員会へ相談すること。 

 

２ 代理引率について  

（１）当該校の校長・教員・部活動指導員以外の代理引率を認める条件は、当該校に参加する部活動が 

ない場合における個人種目（ダブルスを含む）とアイスホッケー選抜チームの１３種目とする。 

１陸上 ２体操 ３新体操 ４水泳 ５卓球 ６柔道 ７剣道 ８バドミントン 

９相撲 10 ソフトテニス 11 スキー 12 スケート 13 アイスホッケー選抜チーム 

●陸上、水泳、スキーのリレーは個人種目として取り扱わない。 

（２）代理引率者は校長の認めた次の２０歳以上の成人とする。 

①当該生徒を指導している外部指導者（コーチ）とする。ただし、スキー競技（個人）のみ代理監

督を依頼された他校の校長・教員も可とする。 

※部活動指導員、外部指導者は複数校の引率者になれない。 

※部活動指導員、外部指導者は他校から依頼される代理引率者になれない。 

 

３ 代理監督について(スキー競技） 

（１）代理監督は，他校の校長・教員に代理監督を依頼しようとする校長が，その旨を依頼した他校の校

長・教員とする。（部活動指導員は他校から依頼される代理監督者になれない） 

（２）代理監督の任務は，会場における監督会議への代理出席とその内容の伝達及び抗議に関わることと

する。 

（３）代理監督は，監督権の行使に当たって，委任された出場生徒が不利益となることのないようにす

る。 

 

４ 代理引率・代理監督の手続きについて（スキー競技） 

（１）各地区中体連会長、代理引率及び代理監督を依頼しようとする校長は，当該教育委員会の指導及び

承認を事前に受けること。 



（２）他校の校長・教員に代理引率及び代理監督を依頼しようとする校長は，当該生徒の保護者からその

承諾を得ること。 《様式１》 

（３）他校の校長・教員に代理引率及び代理監督を依頼しようとする校長は、「《様式２》代理引率・代理

監督依頼書」により依頼し，「《様式３》代理引率・代理監督承認書」及び「《様式４》代理引率・

代理監督承諾書」により承諾を得ること。 

（４）他校の校長・教員に代理引率及び代理監督を依頼しようとする校長は，「《様式５》引率・監督の特

例報告書」に《様式２》《様式３》《様式４》の写しを添えて、地区中体連会長経由で県中体連会長

に大会参加申込時に提出すること。 

（５）東北大会及び全国大会に参加するにあっては、大会開催基準に別に定める「引率・監督者の特例報

告書」「代理監督委任状」等の必要書類を東北大会実行委員会会長及び(財)日本中体連会長宛に参

加申込と同時に提出すること。 《東北大会及び全国大会開催基準様式参照》 

 

５ 外部指導者による代理引率の手続きについて 

（１）各地区中体連会長、代理引率を依頼しようとする校長は，当該教育委員会の指導及び承認を事前に

受けること。 

（２）外部指導者に代理引率を依頼しようとする校長は，当該生徒の保護者からその承諾を得ること。 

《様式６》 

（３）外部指導者に代理引率を依頼しようとする校長は、「《様式７》外部指導者による代理引率依頼書」

により依頼し，「《様式８》外部指導者による代理引率承認書」及び「《様式９》外部指導者による

代理引率承諾書」により承諾を得ること。 

（４）外部指導者に代理引率を依頼しようとする校長は，「《様式１０》引率・監督の特例報告書」に《様

式７》《様式８》《様式９》の写しを添えて、地区中体連会長経由で県中体連会長に大会参加申込時

に提出すること。 

（５）東北大会及び全国大会に参加するにあっては、大会開催基準に別に定める「引率・監督者の特例報

告書」「代理監督委任状」等の必要書類を東北大会実行委員会会長及び(財)日本中体連会長宛に参

加申込と同時に提出すること。 《東北大会及び全国大会開催基準様式参照》 

 

平成１９年１２月 ５日 山形県中学校体育連盟 大会引率・監督細則制定 

平成２１年 ５月 ８日 様式改定 

平成３０年 ５月 １日 代理引率規定改定と様式追加 

①趣旨に部活動指導員を追加 

②代理引率規定の改定 

③外部指導者による代理引率手続き様式追加 

令和 ５年１２月 １日 一部改定 

令和 ６年１２月 ４日 １趣旨 改定 


